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昨シーズンは、14 道県 51 事例、約 932 万羽が殺処分の対象となり、51 事例中 32

事例が家きん農場集中地域における連続発生、9 事例が過去に発生した農場での再発、

17事例が 20万羽以上を飼養する大規模農場での発生という特徴が見られました。 

また、今年 9月には韓国の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、さら

に日本では既に北海道において渡り鳥の飛来が確認されており、今シーズンも本病の

発生リスクが高まっています。 

 

◎以下の項目について点検を行い、不備があれば改善をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高病原性鳥インフルエンザウイルスの
侵入防止対策は万全に！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農林水産省 家きん一斉点検のチェックポイント） 

 

◎家畜伝染病発生時に、通報の遅れや飼養衛生管理基準の不遵守等が認められた場合、

手当金等が減額されます。 

令和 6 年度シーズンの発生を受け、通報の遅れや飼養衛生管理基準の不遵守等に

ついては、より厳格に対処されます。 

 

☟詳しくは農林水産省 HPをご確認ください。 

「手当金及び特別手当金の交付について」 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/kouhukin.html 

 

 

 

死亡羽数が急激に増加したり、いつもと違う症状を見つけたら、

速やかに家畜保健衛生所に連絡してください！ 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/kouhukin.html

